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高知県人権施策基本方針

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、

尊厳と権利とについて平等である。世界人権宣言にうたわれ

ているこの理念は、人類普遍の原理であり、日本国憲法にお

いても、法の下の平等及び基本的人権の保障について定めら

れている。

この理念の下に、すべての人々がそれぞれ一人の人間とし

て人を大切にし、大切にされる人権尊重の社会をつくること

は、私たちみんなの願いである。

しかし、現実社会には、同和問題をはじめ、女性、子ども、

高齢者、障害者、ＨＩＶ感染者等、外国人などに対する人権

侵害の問題が依然として存在している。県は、これらの問題

の解決に先導的な役割を果たすべきであり、また、私たちは、

力を合わせてあらゆる人権問題の早急な解決を図っていかな

ければならない。

県では、人権が尊重される明るい社会を目指し、平成１０

年４月に施行した「高知県人権尊重の社会づくり条例」にお

いて、人権尊重の社会づくりを進めていくために県、市町村、

県民の責務を明らかにした。また、同年７月に策定した「人

権教育のための国連１０年」高知県行動計画では、人権教育

・啓発に関する県の取り組みや企業・県民に期待する取り組

みを具体的に示した。

ここに、同和問題をはじめとするあらゆる人権に関する問

題の解決に向けて、すべての県民が自主的に取り組むよう意

識の高揚を図るとともに、市町村及び県民の取り組みを一層

促進させるために、同条例第５条に基づき、人権教育・啓発

に関する施策の基本方針を定めるものである。
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＜推進方針＞

今後の人権施策の推進については、さまざまな人権の中から、県民に関わり

が深く、身近な人権問題として、「高知県人権尊重の社会づくり条例」及び

「「人権教育のための国連１０年」高知県行動計画」で例示してある同和問題、

女性、子ども、高齢者、障害者、ＨＩＶ感染者等、外国人に関わる人権問題に

ついて共通する施策の方向性を示すとともに、それぞれの問題の現状と課題を

明らかにし、推進方針を定めるものとする。

１ 共通事項

（１）人権教育・啓発の推進

「人権教育のための国連１０年」高知県行動計画に基づき人権教育・

啓発を推進する。

ｱ 就学前教育、学校教育、社会教育などのあらゆる場において、同和

問題をはじめとするさまざまな人権問題について正しい認識と理解を

深め、人権意識の高揚を図るための人権教育を推進する。

ｲ 県民一人ひとりが人権問題についての関心と正しい認識を深め、人

権尊重の社会づくりに向けて自主的に行動していけるよう、人権に関

する講演会や研修会の開催、マスメディアの活用による広報、実践に

つなげることのできる啓発パンフレットの作成、配布など、さまざま

な機会を通じた啓発活動を推進する。

ｳ 企業内研修の充実のため、体制の整備を支援する。

ｴ 人権に関する家庭での学習を促進するため、人権に関する学習機会

の提供や学習情報等の提供を行う。

ｵ 県職員や市町村職員はもとより、教育職員、警察職員、消防職員、

福祉関係職員、医療関係職員など人権に関わりの深い職業に従事す

る職員に対する人権教育を充実する。

（２）相談・指導体制の充実

ｱ 県民が人権侵害を受けたとき、その内容等について相談ができる体

制の充実や、適切な指導・助言ができる人材の育成に努める。

ｲ 人権尊重の社会づくりに取り組む市町村、関係機関、ＮＰＯなどに

対する指導・助言・支援を行うとともに、県民の自発的な取り組みを

支援する。
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（３）調査・研究の推進

県民の人権意識や人権侵害の実態などを把握・公表し、これまでの

人権教育・啓発活動の実施状況や効果等について点検を行い、効果的

な人権施策の研究・開発を行う。

（４）推進体制

ｱ 高知県人権尊重の社会づくり協議会などの意見を踏まえ、高知県人

権施策推進委員会を中心に、人権施策を総合的に推進する。

ｲ 人権教育・啓発を行う県の関係機関等の取り組みを充実・強化する。

ｳ 市町村やその他の公的機関、企業、関係団体との緊密な連携を図る。

２ 個別事項

（身近な課題ごとの推進方針）

（１）同和問題

ア 現状と課題

これまでの同和対策事業の実施により、対象地域の生活環境などは

相当整備されてきた。一方、児童生徒の学力・進路に関わる問題や不

安定な就労の実態、また同和問題に対する誤った知識や偏見による差

別意識の存在など多くの課題が残されている。

イ 推進方針

同和問題は人権問題の重要な柱であるとの認識のもと、その解決に

向けた取り組みを推進し、差別のない社会の実現を図る。

(ｱ)「同和問題の解決は行政の責務であり、県民一人ひとりの課題であ

る。」という認識の醸成

(ｲ)我が国の歴史における支配・被支配の関係やその起源等について、

科学的に解明された教材を使用するなど、同和問題への正しい認識を

深める教育・啓発の推進
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（２）女性

ア 現状と課題

法律や制度面からの整備は着実に進んでいるが、固定的な性別役割

分担意識や雇用の場における格差、女性に対する暴力など、いまだに

広く女性に対する直接、間接の差別が存在している。

こうした差別の解消をはじめ、政策や方針決定の場など、あらゆる

場における女性参加、参画を一層促進する必要がある。

イ 推進方針

女性に対するさまざまな差別を解消することにより、女性の人権が

男性と対等、平等に尊重され保障される社会の実現を図る。

(ｱ)両性の尊厳・平等を目指す教育・啓発の推進

(ｲ)女性への差別の解消に向けた普及・啓発

・雇用の場における実質的な男女平等

・家庭生活や地域社会への男女共同参加

・政策、方針決定への参画

・女性に対するあらゆる暴力の根絶

・メディアにおける女性の人権の尊重

（３）子ども

ア 現状と課題

少子化や核家族化の進行、受験競争の激化などにより生活のゆとり

の喪失や家庭・地域での子ども同士のふれあいの機会が減少するなど、

子どもと家庭を取り巻く環境は大きく変化している。こうした中、非

行、いじめ、児童虐待などの問題が深刻化し、その早急な解決が求め

られている。

イ 推進方針

子どもが一人の人間として尊重され、偏見や差別によって人権の侵

害を受けることのない社会の実現を図る。

(ｱ)個性や人権を尊重した教育の推進

(ｲ)子どもの人権に関する社会的関心の喚起、意識啓発

(ｳ)家庭における親子の対話やふれあい、地域社会における生活体験や

自然体験の機会の充実
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（４）高齢者

ア 現状と課題

高齢化先行県である本県においても、高齢者が自立し安心して暮ら

すために、就労機会の確保や保健福祉サービスの充実などの環境づく

りが大きな課題となっている。

また、介護する家族の負担や、痴呆性高齢者らが受ける人権侵害な

ども高齢者を取り巻く社会の大きな問題である。

イ 推進方針

高齢者が社会の一員として、人権が尊重され、健康で生きがいをも

って生活していける社会の実現を図る。

(ｱ)高齢者に対する理解の促進

・加齢に伴う心身機能の低下に対する理解

・財産管理や権利擁護などの福祉サービスの周知

(ｲ)高齢者の社会参加の促進

・世代を越えた交流やふれあいの機会の充実

・雇用や社会参加の充実

（５）障害者

ア 現状と課題

障害のある人が地域の一員として活動し、自立した生活を送ろうと

するとき、物理的な障壁（道路、建物、バスの段差など）や制度的な

障壁（各種の資格制度、就職試験などでの差別）などが問題となる。

中でも、大きな問題は、障害に対する理解が十分でない人達の心な

い言葉や行動によって障害のある人やその家族が、人間としての尊厳

を傷つけられることであり、社会全体が障害について正しく理解する

ことが必要である。

イ 推進方針

障害のある人もない人も、地域でともに生活できる社会の実現を図

る。

(ｱ)障害や障害のある人に対する理解の促進

・障害のある人との交流やふれあいの機会の充実

・財産管理や権利擁護などの周知

(ｲ)障害のある人の社会参加の支援

・「ひとにやさしいまちづくり」の推進

・雇用の促進や働きやすい環境の整備
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（６）ＨＩＶ感染者等

ア 現状と課題

エイズ、結核、ハンセン病、腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７などの感

染症にかかった患者・感染者が誤った認識や偏見などにより差別を受

ける場合がある。

感染症についての正しい情報の提供と啓発活動などにより、患者・

感染者の権利を守るための取り組みを進める必要がある。

イ 推進方針

さまざまな感染症にかかった患者・感染者が差別を受けることなく、

安心して治療を受け、地域でともに生活できる社会の実現を図る。

(ｱ)エイズ等についての正しい情報の提供

(ｲ)感染予防対策を通じた啓発活動の実施

（７）外国人

ア 現状と課題

国際化の進展とともに、外国人に対する偏見や差別などの人権問題

が顕在化している。

一般的には、欧米諸国に比べアジアの人たちを軽視する傾向があり、

歴史的・地理的に関係が深いアジアの近隣諸国についての理解や認識

を深める必要がある。

イ 推進方針

外国人にとっても暮らしやすい、差別や偏見のない地域社会の実現

を図る。

(ｱ)外国人や外国の文化との交流、国際理解の促進

(ｲ)アジアの近隣諸国について理解を深めるための知識の普及

※本文中にある「痴呆性高齢者」という用語については、厚生労働省からの

通知により、平成１６年１２月２４日以降、「認知性高齢者」を用いるこ

ととなっています。


